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４月１７日（月）に、各務原警察署や交通安全協会の

皆様のご協力を得て、自転車通学生徒の「自転車点検」

を行いました。この日は７０台ほどの自転車がありま

したが、一台一台丁寧に点検していただきました。中

には、不良箇所がある自転車もありましたが、その自

転車には、わかりやすく点検結果のシートを付けてい

ただきましたので、ご家庭でもご確認いただき、修理

等の対応をお願いいたします。 

本校では、一部の地域の生徒について、「学校が示

す約束を守る」ということを前提に自転車通学を認め

ていますが、同様に、土日等に部活動に参加する際についても、「自転車の使

用」を認めています。 

ご存じの通り岐阜県では、昨年の１０月１日より『岐阜県自転車の安全で適

正な利用の促進に関する条例』が施行されています。この条例では、①自転車

利用者のヘルメット着用の努力義務、②自転車損害賠償責任保険等への加入

義務 が求められています。また、学校には『情報の提供、助言その他の必要

な措置を講ずるよう努めなければならない。』と定義されておりますので、蘇

原中学校では下記の通り対応させていただいております。徒歩通学生も含め

て、「自分の命は自分で守る」ということを第一に、交通ルールや約束を守り

ながら、子どもたち全員が「元気に登校 笑顔で下校」できるように、今後も

ご理解とご協力をお願いいたします。 

  〇 『自転車損害賠償責任保険』等の加入状況を確認していただき、未

加入の方は加入をご検討いただくこと（令和４年１０月１日より学

校としても加入を義務付けています。）。 

〇 自転車を使用する際、ヘルメットを着用することをお子様にご指導

いただくこと（条例に定義されている努力義務は、学校に来る来な

い関係なく全ての使用場面です。）。 


